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第１章 障がい者計画の概要 
 

１．計画策定の趣旨 

障がい者施策推進の背景として、昭和５６年（１９８１年）の障がい者の「完全参

加と平等」をテーマとする国際障がい者年を契機として障がい者に関する取組みがは

じまりました。平成５年に「障害者基本法」の制定で、障がい者施策を総合的かつ体

系的に推進することになりました。市町村においても「障がい者対策に関する長期計

画」を策定することにより、本市でも『リハビリテーション』『ノーマライゼーション』

の理念と『完全参加と平等』の目標のもとに平成１３年３月に「新庄市障がい者福祉

計画」（５ヵ年）を策定し、目標の実現に向けて計画的に施策を推進してきました。 
この間、国においては、社会福祉基礎構造改革の流れを受け、平成１５年（2003 年）

４月から、それまでの措置制度から本人の選択による利用者を基本とした「支援費制

度」へと移行しました。さらに、平成１８年度から身体、知的、精神に共通したサー

ビス体系への一元化を図ると共に、支援費制度の諸問題を解決すべく大幅な見直しに

よる、新たな｢障害者自立支援法｣を制定しました。 
また、県においても国の長期計画を踏まえ、平成１５年３月に「第３次山形県障害

者計画」通称「新 輝きの福祉プラン」を策定し、計画目標として「障がいのある人

もない人も、一人ひとりがその能力、環境に応じて主体性を発揮し、快適な生活を共

におくることができる地域社会の実現」と掲げ、平成２４年度までの１０年間におけ

る障がい者施策の推進策を示しました。 
平成１５年度からの支援費移行により、利用者が拡大すると共に参入する事業所も

増え、サービスが充実してきました。 
支援費制度は、本人の選択によるサービス利用を基本とし、障がい者福祉のあり方

を大きく変える制度でしたが、利用者の急増とそれに伴う費用の増大、精神障がい者

が対象外となっていたなど、様々な問題点がありました。これらの諸問題を解決すべ

く、平成 18 年４月に「障害者自立支援法」が施行されました。この障害者自立支援
法は、これまでの障がい種別ごとに異なった制度やサービスから、身体・知的・精神

に共通のサービス体系への一元化や就労支援の強化など、障がいのある人が地域で安

心して暮らせる社会の実現を目指し、障がいのある人の自立と社会参加を推進するこ

とを目的としています。 
 しかし、その障害者自立支援法も応益負担をはじめとする制度への批判が多く、政

府は、平成２１年９月に障害者自立支援法の廃止と新たな法制度の整備を行う旨を発

表し、同年１２月には「障がい者制度改革推進本部」が発足し、新たな法制度へ向け

た審議がなされているところです。また平成２２年１２月には障がい者制度改革推進

本部等における検討を踏まえて、障がい保健福祉施策を見直すまでの間における障が
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い者等の地域生活を支援するための関係法律の改正が行われました。 
こうした状況を踏まえ、障がいのある人をとりまく社会経済環境の著しい変化に的

確に対応し、障がい者施策を総合的に推進するため、平成１７年度策定の｢新庄市障が

い者福祉計画｣を見直す形で策定しました。 
 

２．計画の基本理念 

   本計画は、障がいのある人もない人も、共に充実して生活し、活動できる社会をめ

ざす「ノーマライゼーション」の理念と、身体機能回復訓練にとどまらず、障がい者

のライフステージのすべての段階において人間的な尊厳と復権、社会参加を目指す｢リ

ハビリテーション｣の理念とを基本理念とします。 
 

３．計画の基本目標 

「ノーマライゼーション」｢リハビリテーション｣の理念をふまえ、障がいの有り無

しではなく、全ての人が地域社会で環境整備などにより人間として自立と尊厳をもっ

て暮らせ、かつ、地域社会の重要な一員として完全参加と平等の｢共生社会｣の実現を

目指すことを基本目標とします。 
 

４．計画の位置付け 

本計画は、福祉部門のみならず保健･医療、教育、環境、まちづくり等の関係部門と

の連携を図り、新庄市高齢者健康福祉計画（介護保険事業計画）、新庄市次世代育成支

援対策行動計画、新庄市地域福祉計画及び第４次新庄市振興計画をはじめ各部門の計

画との整合性を図りながら、障がい者施策を総合的かつ体系的に推進するために、施

策の基本的な目標と方向を示す基本計画として位置付けます。なお、障害者自立支援

法に定める介護給付や訓練等給付・地域生活支援事業での給付量の見込みや目標値設

定については、新庄市障がい福祉計画において定めているところであり、本計画はそ

の内容も内包し、インフォーマルなサービスや体制等について総合的に計画づけるも

のです。 
 

５．計画の期間 

本計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度を目標年度とする 5ヵ年とします
が、社会情勢や財政状況の変化に柔軟に対応するため、必要に応じて見直しを行なう

こととします。 
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６．策定の基本的な方向 

障がい者福祉施策の基本的方向としては、本市における障がい者の現状などを踏ま

え、障がいのある人もない人も、共に充実して、いきいきとした人生を送ることがで

きる豊かな社会を築くために各施策を体系化し、障がい者の自立と社会参加の促進を

目指します｡ 
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第２章 障がい者等の動向 

 

１ 本市における人口の推移 

（１）人口 
本市の人口は平成２１年度末の住民基本台帳では、３９，１０７人（男１８，６６４人、

女２０，４４３人）となっています。それまでは年度により増減はありましたが、 
平成 11年度からは減少傾向がつづいております。 

 
表－１ 本市人口の推移 

（各年度３月末日現在）（単位：人） 

年   次 男 女 総   数 

平成１７年度 19,389 21,108 40,497 

平成１８年度 19,230 20,963 40,193 

平成１９年度 19,016 20,798 39,814 

平成２０年度 18,846 20,627 39,473 

平成２１年度 18,664 20,443 39,107 

（資料：住民基本台帳による） 

 
（２）年齢区分別人口 
平成１７年国勢調査における人口の年齢構成をみると、１５歳未満の年少人口は 
６，１２０人（総人口に占める割合１５．０％）、１５～６４歳未満の生産年齢人口は

２４，６９４人（同６０．６％）、６５歳以上の老齢人口は９，８９２人（同２４．３％）

となっています。 
   年令３区分別の割合の推移では、年少人口と生産年齢人口については昭和５５年以

降減少を続けているのに対し、老齢人口は増加を続けております。平成２２年４月１

日現在では２５．９％を示しており、県平均の２７．３％（平成２１年１０月１日現

在）は下回っているものの、全国平均の２２．７％を上まっており、本市における高

齢化が急速に進んでいると言えます。 
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表－２ 年齢別階層別人口の推移 

（各年１０月１日現在）（単位：人、％）

年 少 人 口 
（０～１４歳） 

生産年齢人口 
（１５～６４歳）

老 齢 人 口 
（６５歳以上） 

総 人 口 
年  次 

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合

昭和６０年 9,208 21.4 28,811 67.0 5,014 11.7 43,033 100

平成 ２ 年 8,423 19.5 28,507 66.1 6,195 14.4 43,125 100

平成 ７ 年 7,494 17.5 27,608 64.4 7,794 18.2 42,896 100

平成１２年 6,805 16.1 26,252 62.3 9,094 21.6 42,151 100

平成１７年 6,120 15.0 24,694 60.7 9,892 24.3 40,717 100

（資料：国勢調査）

（4月 1日現在）（単位：人、％） 

年 少 人 口 
（０～１４歳） 

生産年齢人口 
（１５～６４歳）

老 齢 人 口 
（６５歳以上） 

総 人 口 
年  次 

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合

平成２２年 5,532 14.0 23,784 60.1 10,233 25.9 39,549 100

（資料：住民基本台帳による）

２ 身体障がい者（児）の状況 

（１）身体障がい者（児）の状況 
   本市の身体障がい者（児）数は、平成２２年３月３１日現在で、２，０００人とな

っています。その内訳は、１８歳以上の身体障がい者が１，９８２人、１８歳未満の

身体障がい児が１８人となっています。５年前（平成１７年３月末、１，６５４人）

と比べると約２０．９％の増加となっています。 
   この５年間の推移を人口千人当りの人数で比べると、平成１７年度末の４０．８人

から平成２１年度末の５１．１人と年々増加傾向にあります。 
    

表－３ 身体障がい者（児）数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人）

年 度 人  口 
身体障がい者 
（１８歳以上） 

身体障がい児 
（１８歳未満） 

総  数 
人口千人当り 
の障がい者数 

１７ 41,763 1,635 19 1,654 40.8

１８ 41,647 1,693 17 1,710 42.5

１９ 41,404 1,778 17 1,795 45.1

２０ 41,391 1,895 16 1,911 48.4

２１ 39,107 1,982 18 2,000 51.1

（資料：福祉事務所）
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（２）障がいの種類 
   障がい者の部位別に見てみますと、平成２２年３月３１日現在において、肢体不自

由が１，１２９人（全体の５６．４％）と過半数を占めており、次いで内部障がいが

５１８人（同２５．９％）と年々構成割合が高くなっています。 
   障がい児では、肢体不自由が１３人（全体の７２．２％）で、大半の割合を占めて

います。 
 

表－４ 障がい種類別身体障がい者（児）数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％）

年  度 視 覚 聴覚平衡機能 音声・言語 肢 体 内 部 計 

障がい児 0 4 0 13 3 20

障がい者 180 165 14 908 367 1,634１７ 

計 180(10.9) 169(10.2) 14(0.8) 921(55.7) 370(22.4) 1,654

障がい児 0 4 0 12 3 19

障がい者 181 162 15 933 400 1,691１８ 

計 181(10.6) 166(9.7) 15(0.9) 945(55.3) 403(23.5) 1,710

障がい児 0 1 0 14 2 17

障がい者 165 151 18 1,015 429 1,778１９ 

計 165(9.2) 152(8.5) 18(1.0) 1,029(57.3) 431(24.0) 1,795

障がい児 0 1 0 13 2 16

障がい者 171 155 20 1,078 471 1,895２０ 

計 171(8.9) 156(8.2) 20(1.0) 1,091(57.1) 473(24.8) 1,911

障がい児 0 2 0 13 3 18

障がい者 170 160 21 1,116 515 1,982２１ 

計 170(8.5) 162(8.1) 21(1.1) 1,129(56.4) 518(25.9) 2,000

表中（）内は各障がい部位別の割合

（資料：福祉事務所）

 
（３）障がいの程度 
   障がい者の程度別を身体障がい者手帳所持状況で見てみますと、平成２２年３月３

１日現在において障がい者数では１級が６２３人（全体の３１．４％）と一番多く、

続いて４級が４２１人（同２１．３％）、２級が３１６人（同１６．０％）、３級が 
３０８人（同１５．５％）となっています。 

   この５年間の推移を見てみますと、特に１級手帳所持者の全体に占める割合が高く、

増加傾向がみられ、他は横ばいか微減の傾向となっております。 
障がい児については、１級手帳所持者が全体の約６割を占めているなど、こちらも

１級所持児童の増加傾向が見られます。 
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表－５ 障がい程度別身体障がい者数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％）

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 計 
年度 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 

１７ 403 24.7 286 17.5 261 16.0 339 20.7 172 10.5 173 10.6 1,634

１８ 438 25.9 286 16.9 277 16.4 347 20.5 172 10.2 171 10.1 1,691

１９ 532 29.9 304 17.1 280 15.7 375 21.1 151 8.5 136 7.6 1,778

２０ 578 30.5 313 16.5 296 15.6 406 21.4 160 8.5 142 7.5 1,895

２１ 623 31.4 316 16.0 308 15.5 421 21.3 167 8.4 147 7.4 1,982

（資料：福祉事務所）

   表－６ 障がい程度別身体障がい児数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％）

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 計 
年度 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 

１７ 8 40.0 3 15.0 3 15.0 3 15.0 1 5.0 2 10.0 20

１８ 8 42.1 4 21.1 2 10.5 3 15.8 0 0.0 2 10.5 19

１９ 10 58.8 2 11.8 3 17.6 2 11.8 0 0.0 0 0.0 17

２０ 9 56.2 3 18.8 2 12.5 2 12.5 0 0.0 0 0.0 16

２１ 11 61.1 2 11.1 3 16.7 2 11.1 0 0.0 0 0.0 18

（資料：福祉事務所）

 
（４）年齢の構成 
   年齢別に見てみますと、平成２２年３月３１日現在で、１８歳未満が１８人（全体

の０．９％）、１８歳以上６５歳未満が５７６人（同２８．８％）、６５歳以上が 
１，４０６人（同７０．３％）となっています。この５年間の推移では、６５歳以上

の障がい者数が他の年齢層に比べて大幅に増加傾向にあります。 
    

表－７ 年齢別身体障がい者（児）数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％） 

１８歳未満 １８～６４未満 ６５歳以上 総  数 
年 度 

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 

１７ 20 1.2 575 34.8 1,059 64.0 1,654 

１８ 19 1.1 550 32.2 1,141 66.7 1,710 

１９ 17 0.9 549 30.6 1,229 68.5 1,795 

２０ 16 0.8 563 29.5 1,332 69.7 1,911 

２１ 18 0.9 576 28.8 1,406 70.3 2,000 

（資料：福祉事務所） 
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３ 知的障がい者（児）の状況 

（１）知的障がい者（児）の状況 
   本市の知的障がい者（児）数は、平成２２年３月３１日現在で２１８人となってい

ます。その内訳は、１８歳以上の知的障がい者が１８８人、１８歳未満の知的障がい

児が３０人となっています。 
   ここ５年間の推移を見てみますと、障がい者福祉制度の充実と制度が浸透してきた

こともあり、障がい者数は緩やかな増加傾向にあります。 
 

表－８ 知的障がい者（児）数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人） 

年 度 
知的障がい者 
（１８歳以上） 

知的障がい児 
（１８歳未満） 

総   数 

１７ １７８ ２３ ２０１ 

１８ １８０ ２４ ２０４ 

１９ １８０ ２７ ２０７ 

２０ １８３ ２８ ２１１ 

２１ １８８ ３０ ２１８ 

（資料：福祉事務所） 

 
（２）障がいの程度 
   障がいの程度別に見てみると、障がい者では、重度（Ａ）が７１人（全体の 
３２．６％）で、中・軽度（Ｂ）が１４７人（同６７．４％）となっています。 

   障がい児では、重度（Ａ）が７人（全体の２３．３％）、中・軽度（Ｂ）が２３人（同

７６．７％）となっています。 
   ここ５年間の推移を見てみると障がい者の中・軽度の手帳所持者の数が増加傾向に

あります。 
 

表－９ 障がい程度別知的障がい者数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％） 

重度（Ａ） 中・軽度（Ｂ） 計 
年 度 

人 数 割合 人 数 割合 人 数 

１７ 66 33.3 132 66.7 198 

１８ 68 33.3 136 66.7 204 

１９ 67 32.4 140 67.6 207 

２０ 67 31.8 144 68.2 211 

２１ 71 32.6 147 67.4 218 

（資料：福祉事務所） 
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表－１０ 障がい程度別知的障がい児数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人、％） 

重度（Ａ） 中・軽度（Ｂ） 計 
年 度 

人 数 割合 人 数 割合 人 数 

１７ 9 39.1 14 60.9 23 

１８ 9 37.5 15 62.5 24 

１９ 9 33.3 18 66.7 27 

２０ 7 25.0 21 75.0 28 

２１ 7 23.3 23 76.7 30 

（資料：福祉事務所） 

 
（３）年齢の構成 
   年齢別に見てみると、１８歳未満が３０人（全体の１３．８％）、１８歳以上６５歳

未満が１６３人（同７４．８％）、６５歳以上が２５人（同１１．４％）となっており、

６５歳未満が圧倒的に多く高齢者は少ない状況にあります。 
 

表－１１ 年齢別知的障がい者（児）数の推移 

 （平成２２年３月３１日現在）（単位：人、％） 

 区   分 人  数 割  合  

 １８歳未満 30 13.8  

 １８～６４歳未満 163 74.8  

 ６５歳以上 25 11.4  

 総  計 218 100.0  

 （資料：福祉事務所）  

 

４ 精神障がい者の状況 

   平成２２年３月３１日現在における精神障がい者保健福祉手帳所持者は、１級が 
５７人、２級が４９人、３級が２２人の計１２８人となっています。 

   この５年間の推移をみてみますと、全体の件数は増加傾向を示しており、特に２級

所持者の増加が目立ってきています。 
   また、自立支援医療費（精神通院医療）の受給者については、ここ数年は大きな変

化は見られない。 
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表－１２ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数 

（各年度３月３１日現在）（単位：人,％） 

 年度 １級 ２級 ３級 合計  

 17 43 (51.2) 27 (32.1) 14 (16.7) 84  

18 55 (50.0) 39 (35.5) 16 (14.5) 110 
 
19 56 (54.4) 32 (31.1) 15 (14.5) 103 

 

 20 57 (47.5) 42 (35.0) 21 (17.5) 120  

 21 57 (44.5) 49 (38.3) 22 (17.2) 128  

 （資料：福祉事務所）  

 
表－１３ 自立支援医療費（精神通院医療）受給者数 

  （各年度３月３１日現在）（単位：人） 
年度 受給者数 

18 330

19 283

20 286

21 284

 

５ 障がい者（児）支援施設の利用状況 

（１）施設入所者数 
   平成２２年３月３１日現在における施設の入所者数は８３人で、平成１９年度に一

時減少しておりますがその後は微増で推移しております。 
   施設別の内訳をみると、「清流園」の入所者が２５人（全体の３０．１％）と一番多

くなっています。 
また、障がい児の施設入所数は、平成２２年３月３１日現在で９人となっています。 

 （２）施設通所者数 
   平成２２年３月３１日現在における施設の通所者数は４５人で年々増加傾向にあり

ます。 
   また、平成２２年度新たに事業所が設立したこともあり、今後も施設通所者が増加

することが見込まれます。 
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表－１４ 身体障がい児入所者数の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人）

年    度 
施    設    名 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

 総合療育訓練センター 2 2 2 1 2

 拓桃医療療育センター（宮城県） 1 0 0 0 0

 独立行政法人国立病院機構山形病院 4 3 3 3 3

     独立行政法人国立病院機構米沢病院 2 2 2 2 2

 最上学園 2 2 2 2 2

 やまなみ学園 0 0 0 0 0

 鳥海学園 0 0 0 0 0

計 11 9 9 8 9

（資料：福祉事務所）

 
表－１５ 障がい者支援施設利用者の推移 

（各年度３月３１日現在）（単位：人）

年    度 
施     設     名 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

（入所施設） 総合療育訓練センター 0 0 0 1 1

 光生園 18 19 18 18 18

 梓園 1 1 1 1 1

 山形県リハビリセンター 6 7 5 5 5

 山形県コロニーセンター 3 3 3 3 2

 吹浦荘 1 1 1 1 1

 最上ふれあい学園 1 1 1 1 1

 新生園 4 4 4 4 4

 栄光園 5 5 5 5 5

 コロニー希望が丘 19 21 19 19 18

 清流園 17 20 20 22 25

 蔵王通勤寮 2 1 1 0 0

 西多賀病院（宮城県） 1 1 1 1 1

 あきた病院（秋田県） 1 1 1 1 1

小     計 79 85 80 82 83

（通所施設） ワークショップ明星園 1 1 1 1 1

 山形県第二リハビリセンター 1 1 1 1 1
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山形県リハビリセンター分場 
    ひめゆり作業所 

2 2 2 5 6

 友愛園 25 23 25 25 25

 すぎのこハウス 10 10 10 11 12

 たんぽぽ作業所 9 9 7 6

 ふぁーの木 13 10 11 10

小     計 39 37 39 43 45

計 113 122 119 125 128

（資料：福祉事務所）

 

６ 障がい児の就学の状況 

平成２２年１２月１日現在における特別支援教育諸学校や特別支援学級等に在学し

ている児童生徒は全体で７０人となっており、その内訳を見てみると特別支援教育諸

学校の２２人、小中学校の特別支援学級３１人、通級の１７人となっています。 
特別支援教育諸学校の在学者数は、ろう学校０人、養護学校２２人となっています。 

 
表－１６ 特別支援教育諸学校在学者数 

（平成 22 年 12 月 1 日現在）（単位：人） 

ろう学校 養護学校 総  数 

小学部 中学部 小学部 中学部 小学部 中学部 

0 0 15 7 15 7 

（資料：教育委員会） 

    
また、小学校における特別支援学級は、新庄小学校、沼田小学校、日新小学校、北

辰小学校、泉田小学校、本合海小学校の６校で９学級１６人、また、中学校における

特別支援学級は、新庄中学校、明倫中学校、日新中学校、萩野中学校、八向中学校の

５校で７学級１５人という状況になっています。 
 

表－１７ 小中学校特別支援学級の学級数及び在学者数 

（平成 22 年 5 月 1日現在）（単位：人） 

小学校 中学校 総  数 

学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 児童・生徒数 

9 16 7 15 16 31 

（資料：教育委員会） 

    
さらに、通級による指導を受けている児童生徒は、小学校児童のみの１７人で、就

学猶予及び免除されている児童生徒はいない状況にあります。 
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表－１８ 通級による指導を受けている児童生徒数及び就学猶予・免除者数 

（平成 22 年 12 月 1 日現在）（単位：人）

通級による指導を受けている児童生徒数 就学猶予・免除者 

小学校児童数 中学校生徒数 総  数 小学校児童数 中学校生徒数 総  数 

17 0 17 0 0 0

（資料：教育委員会）

 

７ 障がい者の雇用・就業の状況 

   平成２２年６月１日現在における新庄公共職業安定所管内の従業員数５６人以上の

民間企業で雇用される障がい者数は７０人（法定雇用率算定の障がい者数）となって

おり、雇用率は１．４％と法定雇用率１．８％（平成１０年７月１日より適用、それ

以前は１．６％）を下回っている状況にあります。 
 
表－１９  民間企業における障がい者雇用状況の推移（新庄公共職業安定所管内）

（各年度６月１日現在）（単位：人、％）

障がい者数 
年 度 企業数 常用労働者数 

法定雇用算定 
基礎労働者数 重 度 重度以外 計 

雇用率 

１６ 52 5,683 5,428 44(4) 40(6) 84(10) 1.54

１７ 45 5,107 4,882 49(6) 34(7) 83(13) 1.70

１８ 46 5,272 5,040 52(6) 38(7) 90(13) 1.79

１９ 48 5,574 5,368 42(6) 41(8) 83(14) 1.55

２０ 49 5,704 5,482 40(4) 46(10) 86(14) 1.57

２１ 45 5,347 5,117 36(4) 36(6) 72(10) 1.41

２２ 43 5,208 4,999 32(2) 38(9) 70(11) 1.40

（資料：新庄公共職業安定所）

 （注）①障がい者数の重度は、重度障がい者数についてダブルカウントしたものである。 

    ②障がい者数欄（ ）内は、知的障がい者で内数である。 

 
   ③算定基礎労働者数は、常用労働者数から除外率（業種により変動）で 

    算出した労働者数を除外して算定の基礎とする。 
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表－２０  障がい者雇用率の推移 

                           （各年度６月１日現在）（単位：％） 
新 庄 市 山 形 県 全  国 

年度 
雇用率 達成企業割合 雇用率 達成企業割合 雇用率 達成企業割合 

16 1.54 50.0 1.38 47.6 1.46 41.7 

17 1.70 60.0 1.43 48.4 1.49 42.1 

18 1.79 58.7 1.49 51.5 1.52 43.4 

19 1.55 43.8 1.50 50.4 1.55 43.8 

20 1.57 46.9 1.51 49.9 1.59 44.9 

21 1.41 40.0 1.56 52.6 1.63 45.5 

22 1.40 41.9 1.58 52.5 1.68 47.0 

（資料：新庄公共職業安定所） 
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第３章 障がい者施策の現状と課題 

及び施策の目標と方向 

 

１ 啓発・広報 

 

［現状と課題］ 

 

障がい者の問題は全ての人の問題であるとも言え、障がい者が地域で普通に生活し、

活動する社会を目指すという「ノーマライゼーション」の理念を現実していくために、

障がいと障がい者に対する市民の正しい理解、地域での受け入れが不可欠であると考

えます。 

そのため、「広報しんじょう」や「在宅福祉サービス」のパンフレット、ホームペー

ジ、新庄市社会福祉協議会の「しんじょう社協情報」等を活用することはもとより、

「障がい者の日」「障がい者週間」等の機会をとらえて啓発広報活動に努めています。 

また、法令による事業などは、専門用語を使用せざるをえないこともあり、障がい

者にとっては理解が難しいこともあるため、工夫をしていきます。 

毎年、地域のもがみ産業まつり、市民健康福祉まつり、また市役所等の公共機関へ

障がい者事業所等がバザーや自家製品を出すなど、障がい者自らが市民との交流、障

がい者への理解を広げる活動を実施しています。 

障がいに対する市民の理解を深めるには子供の頃からの啓発広報が重要であるため、

小中学校等の学校教育において障がいや障がいのある人に対する理解と思いやりなど

の心を育む福祉教育の推進に努めます。市内高等学校においても、ボランティア活動

で障がい者事業所の運動会に参加するなど、障がい者との交流が継続して行われてお

りますので、そうした活動を通じて障がい者や障がい特性への理解を育む活動を支援

することが必要です。 

また、保育所や児童センター・児童館等においては、障がい児受け入れを行ってい

ます。児童デイサービス事業所の受け入れにより近年は減少傾向にありますが、発達

障がいと思われる児童が増えてきており、それに対応した保育士を配置しております

（表－２１参照）。 

障がい者を取り巻く社会環境には、まだまだ大きく様々な障壁があり、障がい者は

教育、就業、生活環境など幅広い分野で多くの課題を抱えています。その解決のため

に、まずもって障がいや障がい者に関する正しい理解と認識を市民全体に持ってもら

うよう、啓発広報活動を積極的かつ数多く進める必要があります。ノーマライゼーシ

ョンの理念を広げるためには、社会全体での理解と行動が必要です。 

15 



さらに、全ての人々が偏見をなくし、障がい者福祉の理念のもとに障がい者への理

解を深めるきっかけとして、ボランティア活動への参加があります。 

現状では、ボランティアがしたいがどこへ問い合わせたらよいだろうといった声も

あり、いつでもどこでも気軽に参加できるボランティア活動のシステム作りが必要で

す。新庄市社会福祉協議会の｢新庄市ボランティアセンター｣を窓口に活動事業が行わ

れています。とくに冬季の緊急対応が望まれる雪下ろしボランティアなど期待が寄せ

られています。福祉以外の分野でのボランティアについては、市民プラザ内にある「ぷ

らっと」で支援しておりますが、その役割分担や連携について更に深める必要があり

ます。 

市で実施の事業については、手話奉仕員やガイドヘルパーの派遣、声の広報などの

公的福祉サービスを活用し、地域における交流活動の支援を行っております。特に、

手話を必要とする聴覚障がい者の需要に対応するため、手話奉仕員の登録者を増員す

る必要があります。毎年、年 20 回ほど手話奉仕員と手話を必要とする障がい者とが連

携し「手で話そう“手話教室”」を開催しています。初めて手話に接する方から実践的

な手話技術を取得するまでの初級・上級コースも開設するなど、新規の奉仕員の育成

に努めております。また、中途聴覚障がい者等手話ができない方への要約筆記者の育

成が求められています。 

   障がい者自身とその家族の地域社会への関わりや交流事業への参加などが市民の理

解が得られる近道であると言え、障がい者とその家族の主体的取組みとそれに対する

支援が必要となります。 

 

表－２１ 市立保育所 障がい児対応保育士数の推移 

         （各年度３月３１日現在）（単位：人） 

施  設  名 １８ １９ ２０ ２１ 

中部保育所 ５ ５ ５ ４ 

北部保育所 １ ０ １  

南部保育所 ３ ２ １ １ 

乳幼児保育所 ０ １ ０ ０ 

泉田保育所 １ １ ２ １ 

萩野児童センター  

本合海児童センター  

升形児童館  

パリス幼稚園(認可保育所)  

計 １０ ９ ９ ６ 
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［施策の目標］ 

 

（１）障がいや障がい者に対する理解を促進するため、啓発広報活動の積極的な推進

と福祉教育等の充実強化を図ります。 

（２）ノーマライゼーションの理念を広げるためには、社会全体での理解と行動が必

要であり、そのための交流機会の拡大を促進するためのボランティア活動の充実

を図ります。 

（３）市民のボランティア活動への参加を促進するため、ボランティアの育成や情報

提供活動の充実を図ります。 

 

［施策の具体的方向］ 

 

（１）啓発・広報活動の推進 

① 障がいや障がい者に対する市民の正しい理解と認識を深めるため、市発行の

「広報しんじょう」や新庄市社会福祉協議会発行の「しんじょう社協情報」を

はじめとする各種メディアの活用による啓発広報活動を積極的に推進していき

ます。 

② 「障がい者の日」や「障がい者週間」の周知を図るとともに、関連行事など

を通じて市民の障がい者福祉についての関心と理解を高めていきます。 

③ 市民健康福祉まつりをはじめ、一歩
２ 

 （いっぽいっぽ）フェスタ、もがみ産

業まつり等のイベントの機会を数多く促えて、積極的な啓発広報を行います。 

④ 障がい者に係る制度や手続きが、よりわかりやすい手法を検討します。視覚・

聴覚障害者が容易に情報を取得できるような体制を整備します。 

⑤ 障がい者団体の啓発事業や障がい者自身とその家族が主体的かつ積極的に交

流活動を促進するために、できる限りの支援を行います。 

（２）福祉に関する教育及び理解の推進 

① 障がい者に対する理解の広がりを期待していくには、幼いころからの啓発や

教育が重要であると考えます。そのために、学校教育の中での交流学習やボラ

ンティア活動あるいは家庭教育を通じた福祉教育の効果的な進め方の検討を行

いながら、福祉教育の一層の推進を図ります。 

それとともに、小中学校における特別支援学級と校内他学級との交流の継続

や、障がい児と障がい児の住む地域の子供たちとの交流学習を支援します。 

② 障がい児の保育所や児童センター・児童館への受け入れを積極的に行うとと

もに、市立幼稚園での福祉教育等の促進を図ります。 

③ 障がい者が地域において安全に安心して生活できるよう、各種公共サービス

従事者への障がい者に関する理解とその徹底を図ります。 

（３）ボランティア活動の推進 

① 新庄市社会福祉協議会が設置している「新庄市ボランティアセンター」と市
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で設置している「ぷらっと」の二つの窓口の役割分担と連携を更に図り、ボラ

ンティア活動に参入しやすい環境を整備します。また、「しんじょう社協情報」

等の情報誌の発行や同協議会が開催している研修会などでの啓発広報活動を通

して、市民の理解促進と意識高揚を図るとともに、ボランティアの育成と活動

への支援を行います。 

② 学校教育や生涯学習活動を通して、障がい及び障がい者への適切な理解を促

進するとともに、ボランティア活動に対する取組みを推進します。 

③ 手話奉仕員や手話通訳者養成のための講座を開催します。要約筆記者の養成

については、県や聴覚障がい者団体主催等の養成講座の周知を図ります。 

 

２ 生活支援 
[現状と課題] 

 

  障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活を営むためには、生活基盤の整備

とともに、障がいのある人とそれを支える家族に対して適切な生活支援を行う必要があ

ります。また、障がいのある人への虐待防止や権利と財産を守り、地域で安心して生活

できる環境づくりに努める必要があります。 
本市では、障がいのある人の相談機関として、本市をはじめ、社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、障がい者相談員などがありますが、身体障がい、知的障がい、精神障

がいをはじめ、発達障害、高次脳機能障害のある人や家族が困ったときに相談する場所

が分からない、なかなか市役所には相談に行きにくいなどの意見もあり、気軽に相談で

きる環境づくりが求められています。そのため、今後の相談支援体制のあり方について

検討するとともに、相談に携わる職員の技能や知識の向上を図る必要があります。 
障がい福祉サービスについては、障害者自立支援法に基づき、自立支援給付や地域生

活支援事業などのサービスを提供しています。また、市単独事業で福祉タクシー券と給

油費の利用助成や冬季の除雪サービスを実施しています。 
本市には、障がいのある人の日中生活を支援する施設として友愛園（生活介護・就労

移行支援・就労継続支援Ｂ型事業所）や、すぎのこハウス（生活介護・就労継続支援Ｂ

型事業所）、さくらはうす（生活介護、就労継続支援Ｂ型事業所）、しみずの湯（就労継

続支援Ａ型事業所）、ふぁーの木（地域活動支援センター）、たんぽぽ作業所（地域活動

支援センター）、もみの木教室（児童デイサービス事業所）、くれよんはうす（児童デイ

サービス事業所）、あおぞらはうす（児童デイサービス事業所）、最上学園（障がい児短

期入所事業所）があります。 
また、グループホームを行う事業所が４事業所に増え、入所施設を退所し新庄で暮ら

す人や、介護者の高齢化により支援を受けられなくなった人がグループホームを利用す

るなど、今まで入所施設に頼っていた障がいのある人が地域で暮らすことができるよう

になっています。 

18 



在宅サービス（居宅介護等）についても、利用者が年々増加傾向にあることに加え、

発達障害、高次脳機能障害がある人もサービスを利用できることとなったため、サービ

スを利用される人が増えることが見込まれます。 
また、施設に入所している人で、地域で暮らすための訓練を行っている人や障がいが

原因で入院している人の退院後の社会復帰などを支援する体制を整える必要があります。 
今後は、利用者の増加、多様化する個々のニーズに対応する福祉サービスの提供や提

供量の確保に努める必要があります。 
障がい者スポーツ及び文化活動への参加は、リハビリテーションと障がいのある人の

社会参加の機会拡大を図るうえで重要であるだけでなく、障がいのある人への理解を広

げる啓発活動の機会としても重要です。障がいのある人相互の親睦と健康増進を図るた

め、新庄市身体障害者福祉協会において実施するスポーツ大会の開催等に対して支援を

行っています。同協会にスポーツ教室開催を委託し、新庄市身体障がい者スポーツ大会、

最上広域身体障がい者スポーツ大会、県障がい者スポーツ大会へ多くの方の参加を促進

し、障がい者スポーツの普及と定着に力を注いでいます。この中から全国大会へ出場し

上位の成績を修めるとともに、交流を深め成果を上げています。文化活動においては、

芸術文化講座の開催や市民健康福祉まつりへの作品の出展など広く市民の理解を深める

活動に結びついています。 
また、社会参加を広げる上で移動手段の確保が重要な課題となります。障がいの状況

や支援者の状況、生活状況により移動方法は多種多様であるため、今後移動手段につい

てのニーズを把握し、現在行っているタクシー券や給油助成券、地域生活支援事業の移

動支援事業を見直していく必要があります。 
  

[施策の目標] 
 
（１）利用者本位の考えに立って、個人の多様なニーズに対応する生活支援体制の整

備、サービスの量的・質的充実に努め、全ての障がい者に対して豊かな地域生活

の実現に向けた体制を確立するよう努めます。 
（２）障がい者の健康増進、機能訓練、社会参加の促進を図るためスポーツ・レクリ

エーション活動の推進と生きがいを高揚し日常生活を豊かにするための文化活動

を支援します。 
 

[施策の具体的方向] 
 
（１）相談支援体制の充実 

    ① 相談支援体制の整備 
地域における相談支援体制を構築するため、中心となる総合支援センター等

気軽に相談できるような場所や体制づくりに取り組むとともに、相談支援事業

者との連携により、障がいのある人やその家族の相談に対して必要な支援や情
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報を適切に提供できる体制を整備します。障がいを原因にひきこもっている人

や家族が相談しやすい体制づくりに努めます。 
また、様々な機会や媒体を通じて障がいのある人やその家族に相談窓口や支

援体制の周知を行います。 
② 相談支援を行う職員の技能の向上 
相談支援に携わる職員の技能向上に資する研修へ積極的に参加し、知識や技

能の向上を図ります。 
③ 相談窓口の連携 
市、相談支援事業所、医療機関、保健所、児童相談所、身体障がい者更生相

談所、知的障がい者更生相談所、発達障がい者支援センター、高次脳機能障が

い者支援センターなどの相談機関と連携して、発達障がいや高次脳機能障がい、

難病患者やその家族の相談など、専門的な相談を受けることができる体制づく

りに取り組みます。 
④ 自立支援協議会の機能の充実 
最上地区自立支援協議会において、参加機関の情報を共有することで相談支援

に関する知識や技術の向上を図ります。 
また、困難ケースについては、最上地区自立支援協議会の個別支援会議により、

個別の支援体制を確立し支援します。 
  
（２）在宅サービス等の充実 

① 在宅サービスの充実 
居宅介護等の在宅サービスを障がいのある人がニーズに応じて利用できるよ

う、その量的・質的充実に努めます。 
 また、発達障害や高次脳機能障害など、これまでサービス利用につながりにく

かった人への支援を強化していきます。 
② 日中活動系サービスの充実 
障がいのある人のニーズを把握し、日中活動できる場所の確保と利用促進に努

めます。 
③ 住宅の確保 
障がい者の地域での居住の場であるグループホームやケアホームについて、障

がいのある人のニーズに把握し、利用できるよう量的・質的充実に努めます。 
また、市営住宅にはバリアフリーの部屋を増やすこと等、障がい者に優しい住宅

の確保に努めます。 
④ スポーツ，文化芸術活動の振興 
スポーツ及び文化活動は、障がいのある人の生きがいを高めるとともに、自己

表現や能力の開発及び社会参加を通じた生活の質を向上させ、日常生活を豊かに

するものであることから、今後、積極的に推進を図ります。 
⑤ 精神障がい者施策の充実 
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精神障がい者ができる限り地域で生活できるようにするため、福祉サービスの

充実を図ります。特に退院可能とされた者の社会復帰を支援するため必要なサー

ビスを整備します。精神障がい者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制を

整備します。 
⑥ 難病患者等への支援 
難病患者等の日常生活用具給付等、その支援対策の充実を図ります。 
⑦ 自立及び社会参加の促進 
地域での自立生活を支援するため、タクシー券や給油助成券、冬季の除雪を支

援します。また、障がいのある人の移動手段についてのニーズを把握し新たな支

援体制を検討します。 
  
（３）地域移行への支援 

従来の「障がい者は施設」という認識を改め、地域で自立した生活を送れるよ

うに必要な支援を実施していくために、保護者や関係者、及び地域住民への地域

福祉への理解を求めていきます。併せて、障がいのある人が地域で安心した自立

生活ができるよう、個別の支援体制を確立します。 
 
（４）権利擁護と虐待防止 

① 権利擁護の推進 
障がいのある人の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者

に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度利用支援事業など障がいのある

人の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促

進を図ります。 
② 虐待防止対策の整備 
民生委員・児童委員、関係機関などと連携を強化し、障がいのある人の権利侵

害や家庭・地域での虐待・金銭詐取などの防止に努め、地域全体で障がいのある

人を守る環境づくりに努めます。 
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○本市が実施している主な在宅福祉サービスの状況 

事  業  名 事  業  内  容 平成２１年度実績 

手話奉仕員派遣 聴覚、音声機能又は言語機能に障がいを持つ者が、健

常者との意思疎通を図るために手話奉仕員を派遣 

２９件 

声の広報 重度の視覚障がいを持つ方に市報、お知らせ版、議会

報の内容を発行ごとにテープに録音して送付 

７世帯 

除雪サービス 心身障がい者世帯であって、支援の得られない低所得

者で、自力で除雪することが困難な世帯への除雪サー

ビス（本人及び生計中心者の所得税が非課税） 

雪おろし ０世帯 

玄関前除雪 ０世帯 

身体障害者福祉電話等

設置 

重度身体障がい者で外出困難な方に福祉電話設置の電

話債権を貸与 

聴覚・声音言語障がい者で身体障害者手帳３級以上の

コミュニケーションの困難な方にミニファックスの電

話債権を貸与 

２台 

重度身体障害者介護用

車両改造費等助成 

自ら運転できない重度心身障がい者を介護するために

自動車を改造又は購入する費用の一部を助成 

（限度額：県１０万円、市１０万円） 

件数 ０ 件 

紙おむつ支給 ねたきり期間が３ヶ月以上で、常時失禁状態にある在

宅の重度心身障がい者がいる所得税が非課税の世帯

に、毎月基準額以内で紙おむつを支給 

１０人 

福祉タクシー利用助成 心身障がい者がタクシーを利用する場合にタクシー券

（１枚３３０円）を交付 

身体障害者手帳１級、療育手帳Ａ、 

精神福祉手帳１級   年間１５枚 

身体障害者手帳２級         年間１２枚 

交付人数 

２４１人 

利用枚数 

２，０７８枚 

給油費助成 自動車税の減免を受けた自家用車の給油費の一部を助

成する給油券を交付 

身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ 

申請月から１月あたり１枚（１枚３００円） 

交付人数 

３３人 

利用枚数 

３７０枚 

重度身体障害者移送サ

ービス助成 

身体障害者手帳２級以上で、リフト付車両以外での移

送が不可能な方に利用料金の一部助成 

（生計中心者の所得税１４万円未満の世帯） 

１枚２，０００円の利用券を年間１２枚 

交付人数 

５４人 

利用枚数 

３０３枚 

障がい者スポーツ教室 障がい者の健康保持と障がい者スポーツの普及を促進

するためスポーツ教室を開催 

参加者 １１８人 

障がい者芸術・文化講座 障がい者の社会参加促進を図るため、講座を開催し作

品を展示紹介する 

参加者 ６１人 
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３ 生活環境 

 
[現状と課題] 

 
   障がい者が障がいのない人と同じように安心して社会生活、社会参加活動のできる

社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念の実現を図るためにも、安心して外出

でき安全で利用しやすい施設や設備、環境つくりが重要です。これらの整備は障がい

者だけではなく高齢者や女性、子供とすべての人にやさしい、バリアフリーやユニバ

ーサルデザインを考慮した福祉のまちつくりに通じます。 
   それには建築物、道路、公園等の物理的な障壁物の除去、移動のための交通手段の

整備、住環境の整備等のバリアフリー化、そして災害時における防災体制の確立が重

要となります。  
   新たな建築物施設は当然のこと、既存の公共的施設についても段差の解消、スロー

プ、手摺の設置、障がい者用トイレの設置等現状で可能なバリアフリー化を進めてお

り、今後も施設の改修等に合わせて改善を進めてまいります。市内においては人工膀

胱・人工肛門の方のためのオストメイト対応トイレが県立新庄病院しかありませんで

したが、市の５施設に整備しました。また一般の住宅においては生活しやすいように

手摺の設置、屋内のバリアフリー化、トイレ風呂場廊下等の改善が講じられています。

これらの住宅改修については、所得や障がい部位等での要件はありますが、支援を行

っているところです。 
   障がい者の外出を妨げる道路交通環境の改善をはかり、歩行が安全で快適に通行で

きるような整備を一層推進する必要があります。交差点には視覚障がい者用音声式信

号機の設置箇所を増設していく取組みや、車椅子移動と視覚障がい者移動に配慮した

点字ブロックの設置、歩道の段差解消とそれぞれの障がい者に配慮した整備が必要で

す。また、公共施設、民間施設にも障がい者駐車スペースの整備が進められています

が、設置目的を理解せず利用マナーが守られていない現状もみられ、障がい者へ配慮

した利用マナーの周知を行うことが必要です。 
公共交通機関については、近年、バス路線が大幅に縮小されており、高齢者や障が

い者にとって大きな課題となっています。障がい者の外出手段の支援として福祉タク

シー券、自動車給油券、又寝たきり移送サービス券の助成が行っていますが、一般の

障がい者を対象とした福祉有償輸送を行う事業所も現れているため、そうした体制の

拡充と一般の方にも共通したデマンド交通等の整備についても検討が必要です。 
   冬期間の除雪について、本市のような多雪地域では障がいのない人でも毎年難儀な

状況です。とくに障がい者にあっては大きな負担となっています。このような中、他

から支援の得られない低所得者の障がい者世帯や高齢者世帯に除雪サービスを行って

います。しかし、そうした世帯へは道路除雪後の雪おき処理や豪雪時の度重なる雪下

ろし等について、すべてを支援することも困難であり、社会福祉協議会に登録された

23 



除雪ボランティアの活用等を検討する必要があります。 
防災面については、手話を必要とする方が、特定の様式で１１９番のファックスを

することにより救急・消防の通報ができる｢１１９ファックス」を平成２１年度より最

上広域消防本部内において県内でさきがけて開始いたしました。また阪神淡路大震災、

新潟県中越地震等を教訓に、大きな災害の際に自力で避難困難な障がい者や高齢者を

支援することを目的として、平成２２年度に災害時要援護者支援計画（全体計画）を

策定しました。今後、障がい者や高齢者個々の支援計画について地域の方々や福祉事

業所等の支援体制を整備する必要があります。避難所対策についても障がい者の特性

に配慮した運営・整備、また福祉避難所の整備体制を考慮する必要があります。 

また、災害に備えるには、日頃からの心構えが必要であり、障がい者への防災知識

の普及啓発を進めるとともに、障がい者自らも防災への備えを意識しつづけることが

必要です。 
   防犯については、障がいによっては障がいの無い方よりも情報が得にくいなどの状

況で詐欺商法等の被害にあう例も多く、障がい者に対する防犯知識の普及と事故時の

障がい者への援助について、知識の普及に努めることが必要です。 
 
[施策目標] 

 
（１）｢福祉のまちづくり｣の推進 
（２）防災、防犯対策の整備 

 
[施策の具体的方向] 

 

（１）「福祉のまちづくり」の推進 
① 「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」に基づいて公共的建築物の整備

状況を見直し、生活環境においても誰にでも見やすい、わかりやすい標識・標

示を整備しバリアフリー化を図ります。 
     また、民間の建築物についても、整備促進を継続していきます。 

    ② 公園・道路などについて、障がい者用駐車場及びトイレの整備、公園内道路

の舗装とバリアフリー化、歩道幅員確保を整備推進します。 また、県で取り
組んでいる身体障がい者等用駐車施設利用制度の普及活動に努めます。 

③ 住宅の整備と確保 
       市営住宅の新築または改築をする場合は、障がい者や高齢者に配慮した整備

に努めます。今後整備する施設等について障がい者用トイレの整備、バリアフ

リー化等を配慮していきます。また、今後も住宅改修が必要な障がい者への支

援を継続します。 
④ 移動・交通手段・公共交通機関の確保として、重度ねたきり障がい者への移

送サービス券の交付、障がい者等級区分による福祉タクシー券、給油券交付の
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ほか家族介護車両改造費助成事業の継続に努めます。 
⑤ 現在の障がい者世帯除雪サービス事業等について、安全な生活空間の確保の

ため継続拡大に努めます。また、障がい者にやさしい除雪体制について検討し

ていきます。 
（２）防災，防犯対策の整備 
① 災害時要援護者支援計画に基づき、支援が必要な方の特定を行い、地域の方々

との連携により災害時に支援が必要な障がい者個々の支援計画を作ります。 
② 市内にある障がい者施設への連絡体制の整備を進め、災害情報を常に把握で

きるネットワークを構築し緊急時に備えていきます。 
③ 消防、警察、防犯関係団体などとの連携を図り、協力しながら障がい者に対

しての防犯知識の普及対策を図っていきます。 
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○本市の主な公共的施設のバリアフリーの状況 
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車
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イ
ン
タ
ー

ホ
ン
の
設
置

車
椅
子
利
用
公
衆
電
話

A
E
D
設
置
状
況

市役所 ○ ○ 1 ○ ○ ○ 4 ○ ○

上下水道庁舎 ○ 1 ○ ○ ○ 2

市民文化会館 ○ 1 ○ ○ ○

市民プラザ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 2 ○

ふるさと歴史センター ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○

図書館 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 2

雪の里情報館 ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1

わくわくセンター ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○

萩野地区公民館 1 ○ ○ ○ ○ ○

農村環境改善センター ○

昭和活性化センター ○ 1 ○

杢蔵四季の家 ○ 1 ○ ○ ○

市体育館 1 ○ ○ ○

勤労者体育センター 1 ○ ○

市民球場 1 ○ 1 ○

市保健センター ○ 1 ○ ○ ○ ○

神室荘 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新庄・最上さくらが丘斎苑 ○ 1 ○ ○ ○

最上公園戸沢神社 3 ○

最上中央公園 2 ○

泉田河川公園 1 ○

新庄大手町会館（シルバー人材センター外） 1 ○ ○ ○ 2

社会福祉協議会 ○ ○ 1 ○ ○ 2

市老人福祉センター ○ ○ ○ ○

県立新庄病院 ○ ○ 12 ○ ○ ○ ○ 7 ○

ＪＲ新庄駅 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最上広域市町村圏事務組合 ○

最上広域交流センター「ゆめりあ」 ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○

最上広域教育研究センター ○

最上総合支庁 ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○

最上総合支庁産業経済部農村整備課 1 ○ ○ 1 ○

最上総合支庁産業経済部農業技術普及課産地研究

○

室
○ 1 ○ ○ ○

すぽーてあ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 4

新庄警察署 ○ ○ ○ ○

新庄郵便局 ○ 1 ○ ○ ○ 1

新庄合同庁舎 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 1

山形地方法務局新庄局 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

山形地方検察庁新庄支部 ○ 1 ○ ○ ○ 1 ○

山形地方裁判所新庄支部 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○

新庄税務署 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○

新庄社会保険事務所 ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東北地方整備局新庄河川事務所 ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○

最上検診センター ○ ○ ○ ○

○

○

※ 有の場合 ○印 

複数の場合は、数字で標記 
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４ 教育・育成の充実 

 

[現状と課題] 

 

障がい児（者）の一人ひとりがその可能性を伸ばし、持てる力を十分に発揮するこ

とができるよう、一人ひとりの特性やニーズに応じたきめ細やかな療育・教育を行う

ことが、将来社会的自立と社会参加に向けた基盤づくりとして重要になります。 

障がい児の心身の育成は、できるだけ早期に必要な医療ケアや指導を行うことによ

って、障がいの軽減や基本的な生活能力が向上します。このため、健康診査により障

がいの早期発見を図るとともに、障がいの程度に応じた適切な療育を実施する支援体

制の整備を図ることが重要です。現在、上山にある山形県総合療育訓練センターは距

離的に遠いため、通い続けることに不安を抱える保護者が多いという実態があり、支

援機関の充実が検討されています。 

平成１７年４月には「発達障害者支援法」が成立し、知的障がいのない自閉症や学

習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの発達障がいが認められる場合

についても支援の対象となり、発達障がいが注目されるようになりました。今後は、

このような気になる児童についても、各部門の連携を強化し幼児教育から初等教育へ

のスムーズな移行が求められているところです。 

現在、学齢前障がい児に対する療育の場としては、保育所、児童センター・児童館

での障がい児保育、あるいは私立幼稚園での障がい児教育等がなされており、ことば

に障がいのある幼児については、最上広域教育研究センターでの「幼児ことばの相談

室」が行われています。 

学齢に達した障がい児については、障がいがあることにより、通常学級で教育を受

けることや、通常学級における教育だけではその能力を十分に伸ばすことが困難なた

めに、一人ひとりの障がいの状況に応じた適切かつ効果的な指導や配慮が必要です。

小中学校においては、障がいの特性や教育的ニーズによって、通常の学級では個々に

配慮しながら指導し、特別支援学級では、発達段階に応じて特に支援が必要な児童生

徒には適切な指導を行っています。指導にあたっては、必要な学校に個別学習指導員

または特別支援教育指導員を配置しています。また、県立新庄養護学校の小学部、中

学部、高等部においては、知的発達の遅れがある児童生徒の学習や、家庭生活や社会

生活に必要な知識や技能を指導しています。 

子どもの発育、進路等に対する悩みや不安がある保護者には、悩みなどを軽減する

ための専門的な相談窓口による適切なアドバイスが必要です。 

現在相談窓口は、乳幼児の発育発達相談で指導､助言を健康課の保健師が行っていま

す。福祉事務所児童支援室には家庭児童相談員を１人配置し、児童の心身発達上の問

題等について相談を行っています。さらに、学校教育課に開設している教育相談室や、

県立新庄養護学校の相談室では、常時保護者からの教育や就学に関する相談を受け、
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指導、助言を行っています。 

個々に応じた一貫した相談支援が求められるため、福祉、保健・医療、教育等の各

機関と調整協議を図り連携を密にして、支援体制の一層の充実を図っていくことが重

要です。 

 

[施策の目標] 

 

（１）障がい児一人ひとりの特性に応じた療育・教育の推進を行います。 

（２）障がい児一人ひとりのニーズに応じてきめ細やかな支援を行うために、乳幼児

期から学校卒業後まで一貫した支援体制の整備を行います。 

 

[施策の具体的方向] 

 

（１）障がい児療育・育成の推進 

① 障がいの早期発見に努め、乳幼児から適切な療育、指導を行い、障がいの軽

減や個々の能力を発揮させるため、早期療育体制の充実を図ります。 

② 障がい児の成長段階に応じて、関係機関が適切な役割分担のもとに、一人ひ

とりのニーズに対応した適切な支援計画を策定し、効果的な支援を行っていき

ます。 

③ 集団保育の中で健全な成長発達を促すため、市の保育所、児童センター・児

童館における障がい児の受け入れを積極的に行います。また、児童デイサービ

ス、その他事業など多様な療育体制の充実について促進を図ります。 

④ 早期発見と早期療育のために、総合療育訓練センター最上地域出張所（仮称）

や専門相談機関等の機能の充実を県に要望します。 

（２）適切な支援体制の整備 

① 就学前の早期からの気づきを図り、早期療育に繋げるため、保育所・教育機

関・福祉・保健・医療等の各部門の連携を強化するとともに、山形県総合療育

訓練センターや山形県中央児童相談所等関係機関との連携を密にしていきます。 

② 障がい児の成長段階に応じて、関係機関が適切に個々のニーズに応じた支援

計画を策定し、効果的な相談支援体制を行っていきます。 

③ 社会的・職業的自立を推進するため、教育、福祉、医療、就労等の幅広い観

点から、個々のニーズに応じた適切な支援体制を構築します。 

④ 各相談支援機関との連携を図り、障がいのある子どもやその保護者の就学相

談・教育相談に努めます。 

⑤ 一人ひとりの特性や発達段階に応じたきめ細かな教育や相談支援を実践でき

るよう、継続的な研修の強化に努めます。 

⑥ 障がい者施設と児童デイサービス等の障がい児施設との連携を密にすること

によって、障がい者施設への移行の際の障がい児や保護者の不安や困惑を軽減します。  

28 



５ 雇用・就業 

 
［現状と課題］ 

 
   障がい者が自立して生活していくためには、何よりも経済的な自立が重要となりま

すが、障がい者の一般就労は、昨今の社会情勢から依然として厳しい状況に変わりは

ありません。 
  障がい者の雇用については、昭和３５年７月制定の「障害者の雇用の促進等に関す

る法律」と昭和４１年７月制定の「雇用対策法」等の対策が講じられています。平成 
２２年６月１日における新庄公共職業安定所管内の雇用率は１．４０％となっており、

法定雇用率である１．８％を下回っており、全国平均の１．６８％、県平均の１．５

８％と比較しても低くなっております。 
 このような状況の中、平成２２年６月に最上障害者就業・生活支援センター（準備

室）が旧友愛園に開設されました。就業・生活支援センター等関係機関の活動により

就労および実習の実績は上がってきていますが、障がい者雇用率は県内平均よりも低

い状態でありまだまだ十分であるとはいえません。また養護学校を卒業しても一般就

労に結び付けることが難しいのが現状であります。今後さらに、障がい者の就労を一

層促進していくために、最上障害者就業・生活支援センターや新庄公共職業安定所等

の関係機関と緊密な連携を図りながら、企業や事業主に対する雇用促進のための啓発

や、障がい者に対する相談と支援体制を整備する必要があります。 
  一般就労が困難な障がい者の福祉的就労の場としては、就労継続支援Ａ型、就労継

続支援Ｂ型事業所が出来るなど、就労の場は広がってきておりますが、工賃が低い、

就労の実習の場が少ないなどの課題も残っております。 
以前小規模作業所として活動しておりました「ふぁーの木」が平成 19 年４月１日
より、「たんぽぽ作業所」が平成 20年４月１日より地域活動支援センターとして事業
を開始しております。地域活動支援センターでは、作業訓練の場、あるいは生活訓練

の場として、在宅福祉の面で大きな役割を担い積極的な活動を展開しています。しか

し、施設や設備の充実等に問題を抱えているほか、財政的基盤がぜい弱であるため、

まだまだ経済的自立ができていない状況にあります。 
福祉的就労の場として、平成１６年１０月から障がい者と企業、そして行政が協働

した「食品トレーリサイクル事業」が始まりました。日本で始めての取組みであるこ

とから「新庄方式」の名がつけられました。この事業は、「友愛園」「たんぽぽ作業所」

が関わり、就労自体に「地球環境のために」という社会的貢献の喜びをもたらすとと

もに、工賃アップによる障がい者の自立促進をめざすものです。 
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［施策目標］ 

 
（１）障がい者の就労による社会的自立のために、助成制度や周知啓発を行い、関係

機関との連携を強化します。 
（２）障がい者雇用の促進のため、企業や事業主､官公庁への積極的な働きかけをして

いきます。 
（３）市内の障がい者施設や地域活動支援センターに対して、施設整備や運営に対す

る支援を行っていきます。 
 
［施策の具体的方向］ 

 
（１）障がい者の就労と社会参加の促進 

① 障がい者が地域で自立していくうえで、就労の場の確保が何よりも重要であ

るため、障がい者自らの職業的自立の意識と努力を啓発していきます。 
    ② 障がい者の職業的自立に向けた職業能力の向上及び就労の確保のため、最上

障害者就業・生活支援センターや新庄公共職業安定所等の専門機関と緊密に連

携を図り、その周知に努めます。 
    ③ スポーツ及び文化芸術活動を積極的に推進し、障がい者の生きがいを高める

とともに、自己表現や能力の開発及び社会参加を通じた生活の質を向上してい

くよう努めていきます。 
  （２）障がい者雇用の促進等への支援 
    ① 障がい者の雇用率を高めていくことが重要であり、まず、法定雇用率達成に

向けて企業や事業主等に積極的に働きかけていくとともに、関係機関・団体の

雇用促進事業に協力していきます。 
  ② 市をはじめとする官公庁あるいは市内関係機関に対して、障がい者の雇用を

働きかけていきます。 
  ③ 企業あるいは事業主の関心と理解を深めるため、職親など障がい者を雇用す

る場合の助成制度の周知、活用を図りながら、障がい者の雇用を促進します。 
  （３）福祉的就労の促進 
  ① 地域活動支援センターへの支援を引き続き推進していきます。 
② 就労継続Ｂ型事業所においては、販路拡大や工賃アップについて協力してい

きます。 
    ③ 市が発注する物品購入や業務委託について、障がい者施設の参入機会の拡大

に努めます。 
④ 民間及び公的施設における実習機会の拡大に努めます。 
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６保健・医療の充実 

 

[現状と課題] 

 

   障がいを未然に防ぐためには、常日頃から健康管理や疾病予防に努めることが重要

です。本市では、障がいの発生予防や早期医療対策として妊産婦・乳幼児健診等を実

施している他、基本健康診査や機能訓練事業等に取り組んできています。 

   健やかな発育及び疾病や異常の早期発見のために、妊産婦への健康相談をはじめと

して、４ヶ月、１歳６ヶ月、３歳児の乳幼児健康診査を行うとともに、保健指導及び

訪問指導を実施しています。本市の乳幼児健康診査受診率は高い水準で推移しており、

疾病や障がいの早期発見、早期治療、療育に大きな効果を上げています。今後とも関

係機関等と連携した支援が求められています。 

   壮年期に多く表れる生活習慣病の予防対策としては、高齢者の医療の確保に関する

法律に基づく健康診査や各種の健康教室を実施しています。今後は、より一層受診率

を高めるために啓発と健康診査の充実を図るとともに、正しい食生活や適度な運動等

を取り入れた生活習慣をつくるなど、健康管理の啓発活動を推進していく必要があり

ます。そのほかにも、疾病予防の観点から、食生活改善の栄養教室の実施や毎年開催

している市民健康福祉まつり、市民が気軽に参加できるイベントなどを通じて健康づ

くり活動を推進していく必要があります。 

一方、障がい者は、医療機関への通院、入院をする場合が多いため、医療費が大き

な負担となっています。障がい者に関する医療としては、一般的な医療に加えて障が

いの軽減を図るために、１８歳未満を対象とした育成医療と１８歳以上を対象とした

更生医療があります。また、医療費の自己負担分を軽減する制度として重度心身障が

い（児）者医療があります。 

また平成１８年４月から「自立支援医療」が設定され、これまでの更生医療・育成

医療・精神通院医療費公費負担制度が見直され、医療費の負担は原則１割となりまし

た。精神障がいは、疾病と障がいを併せ持つ特性から、継続的な医療の充実と相談支

援が求められています。治療の中断は、疾病の再発や障がいの遷延化を招くことも少

なくないため、精神障がい者通院医療では、通院による精神医療を継続的に必要とす

る方に対し、通院医療費の助成が講じられています。 

保健対策として、精神障がいの早期発見、適切な治療に繋げるために、最上保健所

では相談支援事業として専門医による「こころの健康相談」を実施しており、障がい

者の自立と社会参加を促進する支援を行っています。 

「保健・医療」分野は、これまで早期発見、早期治療の二次的予防が中心となって

きました。今後は平成１６年度に策定された｢いきいき健康づくり新庄２１｣にもとづ

き、健康を増進し、発病を予防する「一次予防」に重点を置いた施策にも取り組んで

いく必要があります。 
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[施策の目標] 

 

（１）障がいの原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見の推進を図り、出生から

高齢期に至る健康保持・増進等のため、健康診査等の各種施策を展開します。 

（２）リハビリテーション体制の充実により、障がいの軽減並びに重度化・重複化、

二次障がい及び合併症の防止を図り、自立した生活を促進します。 

（３）障がいの早期発見と障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実を図りま

す。 

（４）心の健康づくり対策とともに、精神障がい者に対する保健・医療施策を一層推

進して行きます。 

 

[施策の具体的方向] 

 

（１）障がいの原因となる疾病等の予防、早期発見 

① 障がいの発生予防と早期発見のため、市保健センターを核として妊産婦の健

康相談や乳幼児に対する健康診査並びに訪問指導等の適切な実施について推進

を図ります。また発育・発達の健康相談のため「すこやかこども相談」を継続

実施します。 

② 中途障がいの大きな原因となる生活習慣病を予防するため、老人保健法に基

づく健康診査及び健康相談並びに訪問指導や各種健康教室の充実に努めます。 

③ 生活習慣病予防対策としては、幼少期からの啓発が大切であることから、保

育所、小中学校等との連携を図りながら、「子ども料理教室」の開催等を実施し

食育に取り組み生活習慣の改善を行います。 

④ 地域における健康診査等の適切な実施、疾病等に関する相談の提供機会の充

実を図ります。 

⑤ 地域住民の疾病等の予防に関する理解を深めるため、食生活改善の指導講習

会や市民健康福祉まつりを効果的に開催するとともに、高齢者を対象とした介

護予防のための普及啓発事業を展開します。 

（２）リハビリテーション体制の充実 

① 脳卒中後遺症等によるリハビリテーションを目的に行っている脳卒中後遺症

患者友の会「蕗の会」の活動を支援していきます｡ 

② 地域包括支援センターにおいて、障がいをもつ高齢者の介護予防に資するリ

ハビリテーションの実施等に関し、かかりつけ医との連携を強化します。 

③ 身体機能の低下により、障がいを招きやすい高齢者に対して、機能低下防止

のためのリハビリテーションの充実を図ります。 

④ 障がいの早期発見と障がいに対する適切な医療、医学的リハビリテーション

の提供を医療機関に働きかけます。 
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（３）障がい者に対する適切な保健・医療サービスの充実 

① 障がいを有する方の健康の保持・増進、精神疾患及び難治性疾患に対する保

健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制に

ついて検討し、その充実を図ります。 

② 障がい者の大きな負担となっている医療費の軽減について、育成医療、更生

医療、精神障がい者通院医療、重度心身障がい児（者）医療、後期高齢者医療

等の各種医療制度の充実を、国・県に働きかけていきます。 

③ 市の「広報しんじょう」や「在宅福祉サービス」のパンフレットなどにより、

医療も含めた制度の周知徹底を簡単な言葉により図ります。 

（４）精神保健施策の推進 

① 精神障がいの早期発見、適切な治療に繋げるために、専門医による「こころ

の健康相談」を継続実施し、さらなる相談等の提供機会の充実を図ると共に相

談体制の充実を図ります。 

② 地域とつながりを持ちながら豊かに生活していくための支援を充実させると

ともに、地域において精神障がい者への理解を深めてもらうために、関係機関

との連携を図りながら市民への啓発活動に努めていきます。 

③ 治療中断防止や適切な医療の確保のため、福祉相談に加え、最上保健所・医

療機関等との連携により、保健・医療面での相談の充実を図っていきます。 

 

７ 情報・コミュニケーション 

 

［現状と課題］ 

 

   情報を入手しにくい立場にある視覚、聴覚障がい者については、手話奉仕員の派遣

や声の広報等の福祉サービスで支援をしていますが、得られる情報やコミュニケーシ

ョン手段が限られている状況にあります。 

   また、本市には手話奉仕員は６人登録いただいておりますが、手話通訳士の資格を

もつ人がいない状況が続いており、障がい者の意思をよりよく伝えるうえでも、手話

通訳士の育成が必要です。 

   聴覚障がい者のコミュニケーション手段としてファックス等の通信機器が普及して

いますが、これも相手先が限定されるものであって、障がい者のニーズに全て対応で

きるものとはなっていません。 

   最近は、ＩＣＴ（情報通信技術）の開発が進んでおり、新たなコミュニケーション

手段として、携帯電話やパソコン等によるメールが急速に普及しています。障がい者

のニーズに対応するために、これらの技術の利用についても検討が必要です。 

   また、障がい者の自立・社会参加を促進するうえでも、個人間の情報格差を早急に

解消していくことも必要です。 
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［施策の目標］ 

 

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により障がい者の個々の能力を引き出し、自立・社

会参加を支援します。また、障がいの特性に対応した情報提供の充実を図ります。 

 

［施策の具体的方向］ 

 

（１）社会参加を支援する情報通信システムの普及 

① 日常生活用具で支給可能なものについては積極的に活用を図っていきます。 

② 手話が必要な方へのアイドラゴン（ＣＳ手話放送）等の導入について支援し

ていきます。 

③ 視覚障がい者に対して、図書館にある点字プリンターや図書読み取り機、音

声録音機、音声パソコン等の活用を、図書館職員の協力のもと継続的に支援し

ていきます。 

④ 交流活動、情報交換の場である市民プラザの｢ぷらっと｣などを利用し、情報

提供を促進していきます。 

（２）情報提供の充実 

① 声、手話、点字等の様々な方法による情報提供サービスの充実に努めます。 

② 「声の広報」の更なる充実を図るため、今はカセットテープに録音したもの

を送付していますが、今後はデジタルメディアへ移行を進めるために、ＱＲコ

ード等の新しい技術媒体での活用を検討していきます。 

③ 障がい者福祉サービス制度のパンフレットを作成し、市広報への障がい者関

係情報の掲載に努め、各種制度の周知を図ります。 

（３）コミュニケーション支援体制の充実 

① コミュニケーション支援を必要とする聴覚障がい者に対する手話奉仕員、要

約筆記者の育成を推進するとともに、これらの派遣体制を充実していきます。

さらに、手話通訳士の育成を支援します。 

    ② 要約筆記者を引き受けていただく方の掘り起こしをしていくと共に、研修参

加を支援していきます。 

③ 各種サービス窓口における手話のできる職員の育成、配置及び市民の手話に

対する理解と手話人口拡大につながる事業を推進していきます。 
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第４章 計画の推進 
 

１ 行政における推進体制の確立 

 
   本計画に置ける障がい者施策は、福祉分野のみでなく、保健、医療、教育、就業、

生活環境など多くの行政分野にまたがっており、庁内関係各課や新庄市社会福祉協議

会、新庄市身体障害者協会など関係機関・団体との連携を図りながら、計画の実施状

況について定期的に把握、点検を行い、効率的、効果的な障がい者施策の推進に努め

ます。 
 

２ 計画推進体制 

 
   本計画に基づく障がい者施策の着実な推進を図るため、施策の実施状況について新

庄市障害者福祉計画推進委員会において報告、協議し、具体的に推進する施策の中に

おいて障がい者関係団体からの意見・要望が反映された計画の推進体制を図ります。 
 

３ 市民の理解と協力及び自主的な取組み 

 
   本計画に基づく障がい者施策を推進するには、行政の力だけでなく、市民が地域の

中で障がい者と共に生きる｢ノーマライゼーション｣の考え方から、市民の障がい者へ

の理解と協力及び自主的な活動が重要となってきます。また、市民協働の参画の意識・

考え方も求められてきます。そのため、今後、計画の周知や情報提供体制の充実強化

を図り、障がい者に対する理解、協力と支援を求めていきます。 
 

４ 障がい者の積極的な取組み 

 
   本計画を実効性のあるものとするために、障がい者自らが計画の着実な推進と事業

内容の充実化に向けて、積極的に取組むことが重要となります。 
   そのため、計画の周知、情報提供体制の充実を図るとともに、新庄市身体障害者協

会をはじめとする障がい者団体の組織強化と活動の活性化などを促進します。 
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５ 県及び関係機関との連携 

 
県及び関係機関との連携を強化し、協議、調整を行いながら計画の実効性を確保し

ます。 
 

６ 国の動向など 

 
   新たに制定される仮称「障がい者総合福祉法」等の国の施策動向を踏まえ、補助事

業の積極的導入を図りながら本計画を推進するとともに、制度の改善、拡充と財源確

保などについて要望していきます。 
 

７ 計画の改定 

 
   障がい者を取り巻く環境や国、県における施策動向などに急激な変化が生じた場合

は、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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第５章 計画の策定体制及び経過 
 

１ 新庄市障害者福祉計画推進委員会委員名簿 

職名 選出区分 氏名 

新庄市身体障害者福祉協会会長 中部 道子 

新庄市手をつなぐ育成会会長 山内 久光 

最上ほほえみ会会計監査 

障がい福祉サービスを

利用する団体等 

井上 哲雄 

山形県立新庄養護学校教頭 石川 直人 

特別支援教育コーディネーター 
教育機関 

加藤 里美 

新庄市民生委員児童委員協議会連合会会長   本澤 昌紀 

障がい福祉サービス事業所 友愛園園長 髙橋 聖一 

新庄明和病院相談室長 星川 輝義 

もみの木訪問介護事業所 所長兼管理者 

障がい福祉サービスを

提供する事業所等 

児玉 峰子 

新庄公共職業安定所 統括職業指導官 伊藤 昌平 

最上総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課長 
行政機関 

東海林 俊夫 

委員長 本澤 昌紀     副委員長 中部 道子 
 

２ 計画策定までの主な経過 

年 月 日   
H22.10.20 策定事務局検討会 計画策定方針の協議 
H22.11.5 策定事務局検討会 計画策定方針の協議 
H22.11.10 第 1回計画推進委員会（策定委員会） 委員の委嘱、計画素案の

協議 
H22.12.21 市議会文教厚生常任委員会 概要説明 
H22.12.17 資料依頼  
H22.12.24 策定事務局検討会 計画素案の検討 
H23.1.17 第 2回計画推進委員会（策定委員会） 計画素案の協議 
H23.2.16 策定事務局検討会 計画案検討 
H23.3.1 第 3回計画推進委員会（策定委員会） 計画案策定 
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